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【出願番号】特願2014-156789(P2014-156789)
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月27日(2017.7.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次元状に配列された複数の画素を有する固体撮像素子であって、
　前記複数の画素のそれぞれは、画素電極と、前記画素電極の上に設けられた光電変換層
と、前記光電変換層を前記画素電極とで挟むように設けられた対向電極と、前記対向電極
の上に設けられたカラーフィルタと、を含む光電変換部を複数備え、
　前記複数の光電変換部は、第１の光電変換部と第２の光電変換部とを有し、
　１つのマイクロレンズにより集光された光が、前記カラーフィルタを透過し、前記第１
の光電変換部と前記第２の光電変換部とに入射し、
　位相差検出用の信号と撮像用の信号が、前記複数の光電変換部から読み出されることを
特徴とする固体撮像素子。
【請求項２】
　前記複数の画素のそれぞれに含まれる複数の光電変換部は、前記画素電極と対向電極の
一方が共通であることを特徴とする請求項１に記載の固体撮像素子。
【請求項３】
　前記複数の画素のそれぞれに含まれる複数の光電変換部は、前記光電変換層が共通であ
ることを特徴とすることを特徴とする請求項１または２に記載の固体撮像素子。
【請求項４】
　前記複数の画素のそれぞれに含まれる光電変換部は、前記光電変換層の間に遮光部材お
よび絶縁性部材の少なくとも一方を含んで成る光電変換層分離部を持つことを特徴とする
請求項１または２に記載の固体撮像素子。
【請求項５】
　前記対向電極と前記カラーフィルタとの間であって、隣接する２個の画素の間に遮光膜
を持つことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の固体撮像素子。
【請求項６】
　前記遮光膜と前記カラーフィルタとの間に、保護層が設けられたことを特徴とする請求
項１～５のいずれかに記載の固体撮像素子。
【請求項７】
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　前記光電変換層は、イントリンシックな水素化アモルファスシリコン、化合物半導体お
よび有機半導体のいずれかからなることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の固
体撮像素子。
【請求項８】
　前記複数の画素のそれぞれに含まれる光電変換部に対して、前記対向電極に互いに異な
る配線を介して信号が与えられることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の固体
撮像素子。
【請求項９】
　前記複数の画素の各々は、信号読み出し回路をさらに有し、
　前記信号読み出し回路は、一方のノードが前記画素電極に接続された駆動容量を備えた
ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の固体撮像素子。
【請求項１０】
　前記駆動容量を介して前記画素電極の電位を制御する画素電極制御手段を有することを
特徴とする請求項９に記載の固体撮像素子。
【請求項１１】
　前記複数の画素の各々は、前記複数の光電変換部と前記マイクロレンズとの間に別の光
電変換部を備えることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の固体撮像素子。
【請求項１２】
　二次元状に配列された複数の画素を有する固体撮像素子であって、
　前記複数の画素のそれぞれは、
　画素電極と、前記画素電極の上に設けられた光電変換層と、前記光電変換層を前記画素
電極とで挟むように設けられた対向電極と、前記対向電極の上に設けられたカラーフィル
タと、を含む光電変換部および
　前記光電変換部の上に配置されたマイクロレンズを備え、
　前記複数の画素が備える前記画素電極および前記対向電極の少なくとも一方は、互いに
独立に制御可能な複数の部分電極を含んで成り、
　前記複数の部分電極は、第１の部分電極と第２の部分電極とを有し、
　位相差検出用の信号と撮像用の信号が、前記複数の部分電極から読み出されることを特
徴とする固体撮像素子。
【請求項１３】
　前記画素電極が、前記複数の部分電極を含んで成ることを特徴とする請求項１２に記載
の固体撮像素子。
【請求項１４】
　前記対向電極が、前記複数の部分電極を含んで成ることを特徴とする請求項１２または
１３に記載の固体撮像素子。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の固体撮像素子と、
　前記複数の画素に像を形成する光学系と、
　前記固体撮像素子から出力された信号を処理して画像データを生成する映像信号処理部
と、を備えたこと
を特徴とする撮像システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　画素電極３０３の上に設けられた層間絶縁層３０４は、画素電極３０３と光電変換層３
０５との間で電子およびホールが通過することを阻止するための層であって、たとえば水
素化アモルファス窒化シリコン（ａ－ＳｉＮ：Ｈ）で形成される。層間絶縁層３０４の厚
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さは、トンネル効果による電子およびホールの通過が生じない程度の厚さに設定される。
具体的には、５０ｎｍ以上の厚さにすることが好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　画素電極３０３の上に、層間絶縁層３０４を介して設けられた光電変換層３０５は、入
射光を受けると電子－ホール対を生成する、光電変換能力を備える層である。光電変換層
３０５を構成する材料として、真性の（イントリンシックな）水素化アモルファスシリコ
ン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）、化合物半導体や有機半導体を用いることができる。化合物半導体の
例としては、ＢＮ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＡｌＳｂ、ＧａＡｌＡｓＰなどのＩＩＩ－Ｖ化合
物半導体やＣｄＳｅ、ＺｎＳ、ＨｄＴｅなどのＩＩ－ＩＶ化合物半導体が挙げられる。ま
た、有機半導体の例としては、フラーレン、クマリン６（Ｃ６）、ローダミン６Ｇ（Ｒ６
Ｇ）、キナクリドン、亜鉛フタロシアニン（ＺｎＰｃ）等のフタロシアニン系材料、ナフ
タロシアニン系材料が挙げられる。
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